
 

○入居者が亡くなったらどうする？ 

   ○身寄りがない人の見守りは誰がやるの？ 

  

賃貸物件オーナーの皆さま、今後さらに増える 

高齢者等を受け入れるための知識を得ませんか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１１／７（木） 
14：00～16：00 

（受付：13：30） 

【会場】杉並区役所 西棟６階  

第５・第 6会議室 

杉並区居住支援協議会事務局（杉並区 都市整備部 住宅課 管理係） 

  区役所本庁 西棟 ５階      電話：03-5307-0661 
受付時間：午前8時30分～午後17時００分 （※土日祝を除く） 

 

 

申 込 ・ 問 い 合 わ せ 

杉並区居住支援協議会の事業について 
        居住支援協議会で実施している各事業（アパートあっせん・入居支援事業

等）のご紹介と、困った時の各種相談窓口をご案内します。 

    居住支援協議会事務局 北村 麻子 

   

  残置物の処理等に関する契約の活用 

        ～単身高齢者が亡くなった時のために～ 

            東京都行政書士会杉並支部 池尻 亜希子 氏 

 

   住宅セーフティネット制度について 

～制度の概要と各種補助制度についてご紹介します。 

            東京都住宅政策本部民間住宅部安心居住推進課 課長代理  菊地 美登里 氏  

 孤独死や残置物リスクは確実に減る！ 

       ～訪問看護による見守りの活用法をご紹介します～ 

             Nana 訪問看護ステーション 久保 渉 氏  

定 員 ３ ０ 名 

（事前申込制） 



11/7（木）実施 セミナー申込用紙（FAX用） 

FAX送付先： ０３－５３０７－０６８９ 
参加者氏名                       

     （フルネームでご記入下さい） 

参加人数        

      

 名 

（同行者氏名） 

住所 〒   －     

         都・道          市・区 

府・県          町・村 

 

電話番号 （     ）       ― 

業種 

該当する物に

○を付けて下

さい（複数選択

可） 

物件オーナー ／ 管理会社 ／ 不動産会社（仲介） ／ 居住支援法人 

 その他（               ） 

本セミナー

を何で知り

ましたか？ 

区公式HP ／居住支援協議会HP／ 区広報紙 ／ チラシを見て ／  

その他（                              ） 

【申込方法】 

参加を希望される方は、本票に必要事項をご記入の上、ＦＡＸにてお申し込みください。 

（ご記入いただいた個人情報につきましては、本説明会の開催に関する目的以外には使用いたしません。） 

【申込締切】 

 令和6年11月７日（木） ※定員３０名（先着順） 

≪杉並区役所案内図≫ 

セミナーの参加に関するお問い合わせは 

 

杉並区居住支援協議会 事務局 

（杉並区役所 都市整備部 住宅課） 

       管理係 砂川・北村  

 ０３－５３０７－０６６１ 

 

 


